
厚生労働大臣  殿

令和 2年 3月 27日

国立医薬品:食機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

所長

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 食品の安全確保推進研
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2.研究課題名 食 品 境か らの農薬等の摂取量の推計 と国際標準を導入するための研究

3.研究者名  ( 所属部局・職名) 食品部 室 長

`氏

名 ガ ナう 金令末  姜 成フ リ ・スズキ ヨシナ リ

4.倫理審査の状況

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェッ
当該研究を実施するに当たり遵. べき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「

クすること。

査済み」にチェッ
(※ 1)当該研究者が

その他 (特記事項 )

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   日 □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   И

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) □   図 □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□  IZ □ □

その他、該当する倫理指針があれ,ま記入すること

(指針の名称 )

□   □ □

(※2)未審査に場

(※ 3)廃止前の「
合は、その理由を記載すること。

疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

受講И  未受講 □研究倫理教育の受講状況

6.利益相反の管理

・該当する口にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 И 無 □ (無の場合はその理由 :

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 Z 無 □ (無の場合は委託先機関 :

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 □ 無 □ (無の場合はその理由 :

当研究に係るcOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 И (有の場合はその内容

(留意事項)

□

□□



令和 2年 3月 27日

厚生労働大臣  殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

国立医薬

所長

次の議員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

食品の安全 究事業

食品を介 したダイオキシン類等有 物質摂取量の評価とその手法開発のための研 究

1.研究事業名

2.研究課題名

3.研究者名 (所属部 局・ 職 名 う 全 品部

(氏名 フ ガ ナリ う 鈴木 美成  ・ スズキ ョシナ リ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者カ`当該研究を実施するに

の審査が完了していない場合は、「未審査」
当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が

にチェックすること。

んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部

その他 (特記事項 )

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 ;F#1i tNzr

ヒ トゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   図 □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   図 □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) □   図 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□  IZ □

その他、該当する倫理指針があれば記入するこル

(指針の名称 :

□   日 □

(※2)未審査に場合は、その

(※ 3)廃止前の「疫学研究に
理由を記載すること。

関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

受講И  未受講 □研究倫理教育の受講状況

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

有 И 無 □ (無の場合はその理由
当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定

有 囲 無 □ (無の場合は委託先機関 :

当研究機関におけるC01委 員会設置の有無

有 □ 無 □ (無の場合はその理由
当研究に係るC01についての報告・審査の有無

有 □ 無 図 (有の場合はその内容 :

当研究に係るC01についての指導・管理の有無

(留意事項)

□

□

□

)

□


